
 

令和７年度第２回総合教育会議 次第 

令和８年３月 25 日 

午前 10 時 00 分から 

第３・４委員会室 

１ 開会 

２ 区長挨拶  

３ 教育長・教育委員自己紹介 

４ 議題 

  （１）地域人材と学校について 

  （２）杉並区業務管理・健康確保措置実施計画の策定について 

  （３）いじめ問題への対応について 

５ 閉会  

 

＜資料＞ 

資料 1 委員名簿 

資料 2 席次表 

資料 3 説明員一覧 

資料 4 地域と共に創る教育の現状と課題 

資料 5 杉並区業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について 
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総合教育会議

「地域と共に創る教育の現状と課題」

令和８年３月２５日（水）

杉並区教育委員会事務局 学校支援課
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地域と共に創る教育｜杉並区公式ホームページ
(city.suginami.tokyo.jp)

学校運営協議会（ＣＳ）

学校支援本部

ＰＴＡ活動

家庭教育

青少年委員

地域教育連絡協議会・地域教育推進協議会

土曜日学校・放課後子ども教室

部活動の地域連携・地域展開

学校施設開放
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学校支援課関連事業

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/chiiki/index.html
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学校運営協議会（CS）

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５に規定する保護者や地域
住民等が、一定の権限と責任を持って学校運営に参画する仕組みである「学校運
営協議会」を置く学校のことをコミュニティ・スクール（ＣＳ（杉並区では地域
運営学校））という。

●平成16年、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」）の
一部改正により制度化された。

●杉並区では、学校運営協議会規則により、12人以内（校長、公募、校長推薦、
学識経験者）の委員構成としている。

●教育委員会が特別職の地方公務員（教育委員会の非常勤職員）として任命し、
委員任期を一期２年としている。
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●委員数（校長を除く、R7年4月1日時点）

全 571人（平均9.2人、最小5人、最大11人）

＊R6年度 全 559人 R5年度 全 574人

●平均年齢

61歳（20代以下7人、30代17人、40代73人、50代150人、60代181人、70代以上143人）

●公募委員応募状況（採用数/応募数/募集数）

R8年4月（12人/16人/24人） R7年10月（21人/24人/37人）

●会議開催数

平均 10回 （最小 7回、最大 13回）
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●主な課題（学校運営協議会全委員アンケート（R5年度）結果から）

・委員が共有すべき情報を明確に示してほしい

・他の協議会の活動状況を共有してほしい

・協議会の活動に必要な予算を確保してほしい

・協議会の活動のあり方を提示してほしい

・協議会の委員として適切な人材を確保すること（＊）

・学校支援本部等との一体的推進を図ること（＊）

＊校長の現状認識調査（R5年1月）結果から

5

学校運営協議会（CS）



●地域の志のある人たちと一緒になって学校の教育活動などを支援するために設置された、
ボランティアによるネットワーク組織。代表者として本部長が置かれるとともに事務局が
設置され、事務局の一員となる「学校・地域コーディネーター」を中心に、学校支援ボラ
ンティアの協力を得ながら、様々な活動が企画・運営されている。

●国は、平成20年度から「学校支援地域本部」推進補助事業を開始し、平成29年の社会教
育法改正後、「地域学校協働本部」と名称を変更。

●杉並区では、平成18年度から各学校に設置をはじめ、平成22年度に全小中学校に設置完
了。現在、済美養護学校で設置準備中。

●各学校支援本部と学校は協定を結び学校施設の一部に本部室を置くとともに、教育委員
会は分担金の支給や「学校・地域コーディネーター」の育成により、本部の運営を支援し
ている。
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●学校・地域コーディネーター数（R7年度）

全 260人（平均 4.3人、最小 0人、最大 10人）

●初任者研修修了者

R7年度 15人 R6年度 10人 R5年度 19人

●学校支援ボランティア数

R6年度 延べ 53,306人（実人数 10,912人）

R5年度 延べ 57,407人（実人数 9,929人）

●共催分担金（年間）

平均 39万円
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教育課程内

教育課程内

教育課程外

学校教育活動外 学校教育活動外

教育課程内
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●主な課題（「学校支援本部みらい会議」参加者アンケート結果から）

・学校支援本部について、教員・保護者・CS委員の認識が薄い

・PTAや保護者組織との関係づくりが難しい

・教員とのコミュニケーションがとりにくい

・学校支援本部の事業及び事務活動費の予算が足りない

・配慮が必要な子どもが増えており、支援する側の学習が必要

・学校支援本部のメンバーの入れ替えが進まない

・学校支援ボランティアが不足している
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●PTAは、わが子を含むすべての子どもたちが、豊かな学校生活や地域生活を送れるよう、
保護者と教職員によって学校ごとに組織され、会員の相違に基づき自主的、民主的に運営
されている社会教育関係団体。

●杉並区では、PTAの連合組織である「小学校PTA連合協議会（小P協）」、「中学校PTA協
議会（中P協）」に補助金を支出して、保護者相互の学び合いや広報活動を支援している。
また、小P協が取り組む「ピーポくん110番プレートの設置」について、プレートの作成や
保険加入により活動を支援している。

●その他、『PTAハンドブック』の配布や、新たにPTA役員・委員になられた方を主な対象
としたPTA活動セミナー、「私たちでつくる杉並の教育の未来」をテーマに小中PTA会長を
対象としたPTA活動推進講演会などの開催により、PTAや保護者の会の活動を支援している。

10

ＰＴＡ



●PTAの主な活動

・学級委員 …学級の保護者同士、担任と良好な関係を築く

・広報委員 …PTA活動に関する情報を会員に向けて発信する

・地域委員 …居住地区単位で保護者同士や地域と連携を深める

・成人教育委員 …保護者同士の学びの場を企画・運営する

・その他、学校行事の運営協力や、運営委員会等の組織運営

●PTA以外の保護者組織

・保護者の会（和田中）、杉二サポート（杉二小）、など
11
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●主な課題

・PTA活動の負担軽減

・活動の精選と改革

・地域との連携

・フレキシブルな参加方法

・役員の負担軽減

＊副校長を対象とした、各学校PTA・保護者の会等の活動に関する調査（R7年3月）から

抽出した課題
12
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令和８年３月２５日 

総合教育会議資料 

教育人事・指導課 

杉並区業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について 

 

令和８年４月１日施行の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下、

給特法）第８条において、服務を監督する教育委員会が教育職員に係る業務量管理・健康確保措置実施

計画（以下、実施計画）を定めることとされました。 

区教育委員会においては、既存の各種計画との整合性を図りつつ、実行性のある実施計画とするた

め、以下のとおり杉並区教育ビジョン 2022 推進計画（以下、ビジョン推進計画）の基本方針４「区民の学び

を広げる人づくり・仕組みづくりを進めます」のうち、「４ 区立学校における働き方改革の推進」の中に実施

計画を位置付けて策定します。 

 

 

教員の働き方を考え、子どもと向き合うことのできる環境を整備し、教育の質の一層の向上につなげるた

め、給特法第 8 条に基づき、「実施計画」を策定します。 

 

実施計画目標： 

令和 11(2029)年度末までに教育職員の１か月時間外在校等時間を平均 30 時間程度に削減 

令和 8(2026)年度末までに「子どもと向き合う時間が確保できていると感じる教員の割合」を 60.0%に向上※ 

※基本方針 4「4 計画の指標」より再掲 

業務量管理・健康確保措置の内容： 

以下に再掲する杉並区教育ビジョン 2022 推進計画における取組 

 

(1)「基本方針 1 すべての子どもたちに学び続ける力を育む豊かな学びの機会を創ります」より再掲 

計画事業「2 外国人等に対する教育的支援」 

取組項目 掲載先 

帰国・外国人児童生徒日本語指導の実施【実】 
杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 6(2024)年 5 月）P.19 

計画事業「5 部活動の充実」  

取組項目 掲載先 

「地域クラブ活動への移行」を視野に入れた部活動※1 の実施【実】 

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 8(2026)年 3 月一部修正）

(案)P.3 

部活動の地域との連携及び地域への移行等の部活動のあり方の検討【実】 

部活動活性化事業※3 の実施【実】 

部活動指導員の配置【実】 

外部指導員の配置【実】 

計画事業「6 特別支援教育の充実」  

取組項目 掲載先 

学習支援教員の配置【実】 杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 8(2026)年 3 月一部修正）

(案)P.7 
通常学級支援員の配置【実】 

通常学級介助員ボランティアの配置【実】 

計画事業「8 教育相談体制の充実」  

取組項目 掲載先 

教育相談の体制等整備【実】 杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 8(2026)年 3 月一部修正）

(案)P.9～10 教育ＳＡＴ体制の充実【実】 

※1 「地域クラブ活動への移行」を視野に入れた部活動：最終的に地域クラブ活動に移行できるように、技術指導の他、大会の引

率・審判の実施等を事業者に委託し、実施する活動  

※3 部活動活性化事業：技術指導を事業者に委託し、専門性のある指導資格を有したコーチが部活動の指導を行う事業 

■ 杉並区業務量管理・健康確保措置実施計画 
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(2) 「基本方針 2 一人ひとりの生きがいにつながる生涯にわたる学びを支援します」より再掲 

計画事業「5 地域と学校の協働活動の充実」 

取組項目 掲載先 

地域学校協働活動推進員※1 の配置【実】 
杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 6(2024)年 5 月）P.35 
※1 地域学校協働活動推進員：地域学校協働活動に関して、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校の情報共有を図

るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言等の援助を行う者 

 

(3) 「基本方針 3 学び合いと教え合いが広がる教育環境の整備・充実を図ります」より再掲 

計画事業「6 通学路安全対策の推進」 

取組項目 掲載先 

通学案内・交通指導の実施 
杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 6(2024)年 5 月）P.45 

 

(4)「基本方針 4 区民の学びを広げる人づくり・仕組みづくりを進めます」より再掲 

計画事業「4 区立学校における働き方改革の推進」  

取組項目 掲載先 

区費教員の効果的な配置・活用【実】 

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和8(2026)年3月一部修正）(案) 

P. 18～19 

情報通信技術（ＩＣＴ）支援員の配置【実】 

副校長校務支援員の配置【実】 

スクール・サポート・スタッフの配置【実】 

エデュケーション・アシスタントの配置【実】 

学校代表電話の音声自動応答メッセージの運用 

学校閉庁日の実施 

計画事業「6 特別支援教育に係る学校等への支援体制の充実」  

取組項目 掲載先 

特別支援教育に係る校内体制の充実（個別の学び支援システム） 
杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 7(2025)年 5 月一部修正）

P.27 

計画事業「7 学校施設の有効活用の推進」  

取組項目 掲載先 

学校施設の有効活用【実】 
杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 7(2025)年 5 月一部修正）

P.29 

計画事業「11 学校徴収金の公会計化」  

取組項目 掲載先 

学校徴収金の公会計化【経】 
杉並区教育ビジョン 2022 推進計画 

（令和 7(2025)年 5 月一部修正）

P.30 
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【参考】 「杉並区教育ビジョン 2022 推進計画」 
基本方針４及び各取組項目の掲載先（取組記載順） 

 

 

 

 

指標名 
現状値 

(５年度) 

目標値 

指標の説明 ６年度 

(2024) 

８年度 

(2026) 

１２年度 

(2030) 

子どもと向き合う時間が確保でき

ていると感じる教員の割合 
51.8％ 55.0％ 60.0％ 65.0％ 

区立学校の教員を対

象とした教育調査 

  

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画（令和 6(2024)年 5 月）P.19 

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画（令和 6(2024)年 5 月）P.47 
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修正案 

 
 

部活動は、子どもたちの自主的、自発的な参加によって行われ、教科学習とは異なる集団での活

動を通じて、人格形成や健全育成に大きな役割を果たしています。一方、少子化の進展により生徒

数の減少が進むことや部活動の指導等を担う教員に大きな負担があることから、これまでと同様の体

制で部活動を運営することはますます困難になっています。 

 こうしたなか、国は、部活動に関するガイドラインを策定し、学校部活動の地域連携や地域クラブ活

動への移行について、令和 5（2023）年度から令和 7（2025）年度までの 3 年間を改革推進期間と位

置付け、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応等を示しました。 

このことを受けて、区は、生徒にとって魅力ある持続可能なスポーツ及び文化芸術活動の確保に

向けて、「学校部活動の地域クラブ活動への移行」を視野に入れた取組を実施します。加えて、部活

動を地域主体の活動として展開するなど、中学生の放課後等の活動の更なる充実を図ります。また、

引き続き部活動指導員の配置等を行い、部活動支援の充実を図ります。 

取組項目 5(2023)年度末 6(2024)年度 7(2025)年度 8(2026)年度 3 か年計 

「地域クラブ活動

への移行」を視

野に入れた部活

動※1 の実施【実】 

 

「学校施設の有

効活用」の取組

における部活動

支援 

 モデル実施・ 

検証 

 

「地域クラブ活動

への移行」を視

野に入れた部活

動の実施 

実施校 1 校 

 

 

「地域クラブ活動

への移行」を視

野に入れた部活

動の実施 

実 施 校 3 校 

（拠点校方式※2） 

 

「地域クラブ活動

への移行」を視

野に入れた部活

動の実施 

実 施 校 3 校 

（拠点校方式） 

拡充検討 

「地域クラブ活動

への移行」を視

野に入れた部活

動の実施 

実 施 校 3 校 

（拠点校方式） 

拡充検討 

部活動の地域と

の連携及び地域

への移行等の部

活動のあり方の

検討【実】 

部活動の地域と

の連携及び地域

への移行等の部

活動のあり方の

検討 

部活動の地域と

の連携及び地域

への移行等の部

活動のあり方の

検討 

部活動の地域と

の連携及び地域

への移行等の部

活動のあり方の

検討 

部活動の地域と

の連携及び地域

主体の活動への

移行 

実施 

部活動の地域と

の連携及び地域

への移行等の部

活動のあり方の

検討 

部活動の地域と

の連携及び地域

主体の活動への

移行 

実施 

部活動活性化事

業※3 の実施【実】 

部活動活性化事

業の実施 

 
プロフェッショナ

ル指導の実施 

 

合同部活動

の実施 

 

 

 

 

外部指導員

研修の実施 

部活動活性化事

業の実施 

 
プロフェッショナ

ル指導の実施 

 

合同部活動の

実施 

 

 

 

 

外部指導員

研修の実施 

部活動活性化事

業の実施 

 
プロフェッショナ

ル指導の実施 

 

合同部活動の

実施 

 

拠点校方式の

部活動の実施 

 

外部指導員

研修の実施 

部活動活性化事

業の実施 

 
プロフェッショナ

ル指導の実施 

 

合同部活動の

実施 

 

拠点校方式の

部活動の実施 

 

外部指導員

研修の実施 

部活動活性化事

業の実施 

 
プロフェッショナ

ル指導の実施 

 

合同部活動

の実施 

 
拠点校方式の

部活動の実施 

 

外部指導員

研修の実施 

部活動指導員の

配置【実】 

部活動指導員の

配置 

 2 人 

 (累計 8 人) 

部活動指導員の

配置 

 4 人 

（累計 12 人） 

部活動指導員の

配置 

 4 人 

（累計 16 人） 

部活動指導員の

配置 

 4 人 

（累計 20 人） 

部活動指導員の

配置 

 12 人 

（累計 20 人） 

外部指導員の配

置【実】 

外部指導員の配

置 

360 回/校 

外部指導員の配

置 

410 回/校 

外部指導員の配

置 

410 回/校 

外部指導員の配

置 

390 回/校 

外部指導員の配

置 

1,210 回/校 

※1 「地域クラブ活動への移行」を視野に入れた部活動：最終的に地域クラブ活動に移行できるように、技術指導の他、大

会の引率・審判の実施等を事業者に委託し、実施する活動  

※2 拠点校方式：複数校の生徒が１つの拠点に集い活動を実施する方式 

※3 部活動活性化事業：技術指導を事業者に委託し、専門性のある指導資格を有したコーチが部活動の指導を行う事業 

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画（令和 8(2026)年 3 月一部修正）（案）P.3 
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修正案 

 

特別な支援を必要とする子どもが増加し、その教育的ニーズも多様化していることから一人ひとり

に応じた適切な教育環境の充実を図る必要があります。 

そのため、早期からの支援を希望する保護者や子どもに対し、就学前後の切れ目ない相談を実施

することにより、個別の教育的ニーズに応じた適切な教育につながるよう支援を行います。 

また、特別支援教育の理解推進及び区立学校の特別支援教育の専門性向上の中心的役割を

担うため、区立済美養護学校に特別支援教育のセンター的機能を発揮するための仕組みを構築

し、特別支援教育コーディネーターの巡回による相談・助言や理解啓発活動を進めるとともに、特

別支援学級の設置・充実に向けた検討を行います。 

一方で、通常の学級においても特別な支援を必要とする子どもが増加していることから、通常学級

支援員※1を区の実行計画に基づき計画的な増員を図っていきます。さらに、通常学級介助員ボラン

ティア※2を配置するとともに、学習面で困難を抱える子ども達の教育的ニーズに応じた支援のため、

学習支援教員を引き続き配置していきます。 

 これらの取組によって、障害等により特別な支援を必要とする子どもの可能性を最大限に伸ばし、

自立と社会参加に向けた学びが行えるよう、個別の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実を

図っていきます。 

取組項目 5(2023)年度末 6(2024)年度 7(2025)年度 8(2026)年度 3 か年計 

就学前後の切れ

目ない相談支援

の実施【実】 

就学前後の切れ

目ない相談支援

の実施 

就学前後の切れ

目ない相談支援

の実施 

就学前後の切れ

目ない相談支援

の実施 

就学前後の切れ

目ない相談支援

の実施 

就学前後の切れ

目ない相談支援

の実施 

学習支援教員の

配置【実】 
学習支援教員の

配置 

小中学校全校 

学習支援教員の

配置 

小中学校全校 

学習支援教員の

配置 

小中学校全校 

学習支援教員の

配置 

小中学校全校 

学習支援教員の

配置 

小中学校全校 

通常学級支援員

の配置【実】 

通常学級支援員

の配置 

77 人 

通常学級支援員

の配置・拡充 

 

通常学級支援員

の配置・拡充 

 

通常学級支援員

の配置・拡充 

 

通常学級支援員

の配置・拡充 

 

通常学級介助員

ボランティアの配

置【実】 

通常学級介助員

ボランティアの配

置 

延べ 4,717 日 

通常学級介助員

ボランティアの配

置 

通常学級介助員

ボランティアの配

置 

通常学級介助員

ボランティアの配

置 

通常学級介助員

ボランティアの配

置 

小学校特別支援

学級（固定級・知

的障害）の設置

【実】 

小学校特別支援

学級（固定級・知

的障害） 

改修 1 校 

（累計 10 校） 

小学校特別支援

学級（固定級・知

的障害） 

開設 1 校 

（累計 11 校） 

- - 

小学校特別支援

学級（固定級・知

的障害） 

開設 1 校 

（累計 11 校） 

済美養護学校が

センター的機能

を発揮するため

の仕組みづくり 

- - 

済美養護学校が

センター的機能を

発揮するための仕

組みづくり 

検討・実施 

済美養護学校が

センター的機能を

発揮するための仕

組みづくり 

実施 

済美養護学校が

センター的機能を

発揮するための仕

組みづくり 

検討・実施 

特別支援学級の

設置・充実に向

けた検討 
- - 

特別支援学級の

設置・充実に向け

た検討 

   

特別支援学級の

設置・充実に向け

た検討 

   

特別支援学級の

設置・充実に向け

た検討 

   

※1 通常学級支援員：通常の学級において特別な支援を要する子どもたちが安心して学校生活を送るために、安全確保

及び教育活動に必要な介助を行う非常勤職員 

※2 通常学級介助員ボランティア：通常の学級において特別な支援を要する子どもたちが安心して学校生活を送るため

に、安全確保及び教育活動に必要な介助を行うボランティア 

 

 

 

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画（令和 8(2026)年 3 月一部修正）（案）P.7 
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修正案 

 

不登校児童生徒の増加とともに相談内容も多様化しているため、児童生徒一人ひとりの相談に

適切かつ早急に対応するには、学校内外の教育相談体制を強化していく必要があります。このた

め、児童生徒が学校で身近に相談できるスクールカウンセラー※1 の配置日数を拡充し、スクール

ソーシャルワーカー※2 を拠点となる学校に配置し近隣校を巡回する方式への変更を段階的に進

めることで、学校や地域の実情に応じた支援に取り組んでいきます。さらに、各学校で教育相談コ

ーディネーターとして指名された教員が中心となって、スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーと連携しながら児童生徒が抱える問題に対応できるよう、学校への助言等による支援を

行っていきます。 

また、いじめ重大事態が複数発生したことやいじめ認知件数の増加傾向などを踏まえ、いじめ

の防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する「杉並区いじめの防止等に関する条例」

を制定しました。これに伴い、条例の基本理念等に関する普及啓発を行います。加えて、いじめの

未然防止のため、いじめに関する授業の充実を図るとともに、児童生徒 1 人 1 台専用タブレット端

末を活用したアンケート※3 の実施校数を増やすほか、教員の職層に応じたいじめに関する研修を

拡充し、いじめの早期発見に取り組みます。さらに、教育委員会の附属機関である「いじめ問題対

策委員会」に調査部会・専門調査員を設置し、調査審議体制を強化することで、いじめ重大事態

への迅速な対応を行い、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう取り組みます。 

このほか、学校の多様化・複雑化した問題に、早期に対応するために、これまで組織的な学校

支援を行ってきた済美教育センター「教育ＳＡＴ※4」について、心理士等の職員を加え、「学校問

題対応支援係（愛称：ＣＥＤＡＲ
シ ダ ー

）」として本庁組織に新たに設置し、体制を強化します。加えて、法

的側面からの支援を充実させていくため、非常勤職員として学校問題対応専任弁護士の配置を

進めていきます。 

 
取組項目 5(2023)年度末 6(2024)年度 7(2025)年度 8(2026)年度 3 か年計 

教育相談の体制

等整備【実】 

スクールカウンセ

ラーの配置 

小中学校全校 

スクールカウンセ

ラーの配置・拡充 

小中学校全校 

スクールカウンセ

ラーの配置・拡充 

小中学校全校 

スクールカウンセ

ラーの配置・拡充 

小中学校全校 

スクールカウンセ

ラーの配置・拡充 

小中学校全校 

スクールソーシャ

ルワーカーの派遣

小中学校全校 

スクールソーシャ

ルワーカーの学校

配置・派遣 

スクールソーシャ

ルワーカーの学校

配置・派遣 

スクールソーシャ

ルワーカーの学校

配置・派遣 

スクールソーシャ

ルワーカーの学校

配置・派遣 

教育相談コーディ

ネーターの指名 

小学校 4 校 

中学校 4 校 

教育相談コーディ

ネーターの指名 

小中学校全校 

教育相談コーディ

ネーターの指名 

小中学校全校 

教育相談コーディ

ネーターの指名 

小中学校全校 

教育相談コーディ

ネーターの指名 

小中学校全校 

済美教育センター

における教育相

談の実施 

教育相談室にお

ける教育相談の

実施 

教育相談室にお

ける教育相談の

実施 

教育相談室にお

ける教育相談の

実施 

教育相談室にお

ける教育相談の

実施 

いじめ対策の充

実【実】 

- 

杉並区いじめの防

止等に関する条例 

 

検討・制定 

杉並区いじめの防

止等に関する条例 

 

 

普及啓発 

杉並区いじめの防

止等に関する条例 

 

 

普及啓発 

杉並区いじめの防

止等に関する条例 

 

検討・制定 

普及啓発 

いじめに関する授

業実施 

小中学校全校 

いじめに関する授

業実施 

小中学校全校  

いじめに関する授

業実施 

小中学校全校 

 

弁護士による授業の実施

小学校 4 年生 

中学校 1 年生 

いじめに関する授

業実施 

小中学校全校 

 

弁護士による授業の実施  

小学校 4 年生 

中学校 1 年生 

いじめに関する授

業実施 

小中学校全校 

 

弁護士による授業の実施  

小学校 4 年生 

中学校 1 年生 

8 教育相談体制の充実 

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画（令和 8(2026)年 3 月一部修正）（案）P.9～10 
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- 

タブレット端末を

活用した児童生

徒へのアンケート 

実施 

タブレット端末を

活用した児童生

徒へのアンケート 

 

実施校数の拡大

タブレット端末を

活用した児童生

徒へのアンケート 

 

実施校数の拡大

タブレット端末を

活用した児童生

徒へのアンケート 

 

実施校数の拡大

教員の職層に応じ

た研修 

実施 

教員の職層に応じ

た研修 

実施 

教員の職層に応じ

た研修 

 実施・拡充 

教員の職層に応じ

た研修 

 実施・拡充 

教員の職層に応じ

た研修 

 実施・拡充 

いじめ重大事態

への対処 

いじめ問題対策委

員会の見直し検討 

いじめ問題対策 

委員会の見直し 

検討・実施 

いじめ問題対策

委員会の見直し 

 

部会・専門調査

員の設置・運用 

いじめ問題対策

委員会の見直し 

  

 部会・専門調査

員の運用  

いじめ問題対策 

委員会の見直し 

検討・実施 

部会・専門調査 

員の設置・運用 

教育ＳＡＴ体制

の充実【実】 

教育 SAT 体制の

充実 

教育 SAT 体制の

充実 

教育 SAT 体制の

充実 

教育 SAT 体制の

充実 

教育 SAT 体制の

充実 

- - 

学校問題対応専

任弁護士の配置 

検討 

学校問題対応専

任弁護士の配置 

配置 

学校問題対応専

任弁護士の配置 

検討・配置 

※1 スクールカウンセラー：いじめや不登校等の未然防止や解決、学校内の教育相談体制の充実のために配置してい

る心理職の専門家 

※2 スクールソーシャルワーカー：問題を抱えた子どもと家庭・地域・学校・関係機関等に対して調整・仲介役としての役

割を担い、子どもを取り巻く様々な環境に働きかけ、子どもの生活改善を支援する福祉の専門家 

※3 児童生徒１人１台専用タブレット端末を活用したアンケート：インターネット環境を活用し、教員が児童生徒の状態を

多角的に把握することを目的としたアンケート。アンケート結果を可視化し、いじめや不登校等の早期発見に繋げ

る 

※4 教育 SAT：指導主事、学校管理職経験者、スクールソーシャルワーカーで構成され、学校の生活指導にかかわる課

題解決力を向上するため、関係部局や諸機関との連携を図りながら組織的な支援を行う仕組み。令和 7 年度から

は、新たに心理士や警察 OB 等の職員を加え、多様化・複雑化した様々な学校問題への支援を強化する 
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修正案 

 

教員の業務負担の増大や長時間労働が大きな課題となっており、教員が心身の健康を保持しな

がら本来の業務である学習指導や生活指導等に集中できる環境を整えることが必要です。 

そのため、平成 30（2018）年度から進めている業務改善や意識改革の取組を継続しつつ、副校

長校務支援員※1 やスクール・サポート・スタッフ※2 の配置に加え、情報通信技術（ＩＣＴ）支援員※3 の

配置拡大や区費教員※4 を活用した小学校における教科担任制の実施、エデュケーション・アシスタ

ント※5 の小学校への配置により、教員の負担軽減を図ります。また、校務支援システム※6 を適切に

運用するとともに、新たに都費教職員・区費教職員向けの庶務事務システム※7 の導入準備を着実

に進め、デジタル化による学校業務の効率化に向けた取組を進めます。加えて、勤務時間外の業

務削減を図るための学校代表電話の音声自動応答メッセージを引き続き適切に運用するとともに、

教員の休暇取得を促進し、心身の健康の増進を図るため夏期休業期間中に教員が勤務しない「学

校閉庁日」を引き続き実施し、教員の負担軽減を図ります。 

これらの取組により、区立学校における働き方改革を総合的に推進し、質の高い教育の持続発

展につなげていきます。 

なお、働き方改革の一層の推進に向け、令和 8（2026）年 4 月 1 日施行の「公立の義務教育諸学

校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下「給特法」という。）第 8 条に基づく「業務量

管理・健康確保措置実施計画」（以下「実施計画」という。）を策定するにあたり、杉並区教育ビジョン

2022 推進計画の一部取組を実施計画として位置付けるため、20 頁以降に対象の取組を再掲しま

す。 
取組項目 5(2023)年度末 6(2024)年度 7(2025)年度 8(2026)年度 3 か年計 

区費教員の効果

的な配置・活用

【実】 

小学校における 

教科担任制の実

施 

10 校 

 

小学校における

教科担任制の実

施 

10 校 

（累計 20 校） 

小学校における

教科担任制の実

施 

10 校 

（累計 30 校） 

小学校における

教科担任制の実

施 

10 校 

（累計 40 校） 

小学校における

教科担任制の実

施 

30 校 

（累計 40 校） 

特別支援教育等

の充実 

実施 

特別支援教育等

の充実 

実施 

特別支援教育等

の充実 

実施 

特別支援教育等

の充実 

実施 

特別支援教育等

の充実 

実施 

情報通信技術（Ｉ

ＣＴ）支援員の配

置【実】 

配置 

小中学校全校 

特別支援学校 

配置・拡充 

小中学校全校 

特別支援学校 

配置・拡充 

小中学校全校 

特別支援学校 

配置・拡充 

小中学校全校 

特別支援学校 

配置・拡充 

小中学校全校 

特別支援学校 

副校長校務支援

員の配置【実】 

副校長校務支援

員の配置 

16 校 

副校長校務支援

員の配置 

≪16 校≫ 

副校長校務支援

員の配置 

≪16 校≫ 

副校長校務支援

員の配置 

≪16 校≫ 

副校長校務支援

員の配置 

≪16 校≫ 

スクール・サポー

ト・スタッフの配

置【実】 

スクール・サポー

ト・スタッフの配

置 

小中学校全校 

特別支援学校 

スクール・サポー

ト・スタッフの配

置 

小中学校全校 

特別支援学校 

スクール・サポー

ト・スタッフの配

置 

小中学校全校 

特別支援学校 

スクール・サポー

ト・スタッフの配

置 

小中学校全校 

特別支援学校 

スクール・サポー

ト・スタッフの配

置 

小中学校全校 

特別支援学校 

エデュケーショ

ン・アシスタント

の配置【実】 
- - 

エデュケーショ

ン・アシスタント

の配置 

小学校全校 

エデュケーショ

ン・アシスタント

の配置 

小学校全校 

エデュケーショ

ン・アシスタント

の配置 

小学校全校 

学校における業

務のデジタル化

の推進【実】 

学校庶務事務シ

ステム導入検討 

 

 

 

 

 

 

学校庶務事務シ

ステム（都費教職

員向け） 

導入準備 

 

 

 

学校庶務事務シ

ステム（都費教職

員向け） 

導入・運用 

 

小中学校全校 

特別支援学校 

学校庶務事務シ

ステム（都費教職

員向け） 

運用 

 

小中学校全校 

特別支援学校 

学校庶務事務シ

ス テ ム （ 都 費 教

職員向け） 

導入準備・ 

導入・運用 

小中学校全校 

特別支援学校 

4 区立学校における働き方改革の推進  

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画（令和 8(2026)年 3 月一部修正）（案）P.18～19 
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校務支援システ

ムの運用 

校務支援システ

ムの運用 

小中学校全校 

特別支援学校 

校務支援システ

ムの運用 

小中学校全校 

特別支援学校 

校務支援システ

ムの運用 

小中学校全校 

特別支援学校 

校務支援システ

ムの運用 

小中学校全校 

特別支援学校 

校務支援システ

ムの運用 

小中学校全校 

特別支援学校 

学校代表電話の

音声自動応答メ

ッセージの運用 

小中学校全校 

特別支援学校 

小中学校全校 

特別支援学校 

小中学校全校 

特別支援学校 

小中学校全校 

特別支援学校 

小中学校全校 

特別支援学校 

運用時間等の検

討 

運用時間等の検

討 

運用時間等の検

討 

運用時間等の検

討 

運用時間等の検

討 

学校閉庁日の実

施 

学校閉庁日の実施 

小中学校全校 

特別支援学校 

学校閉庁日の実施 

小中学校全校 

特別支援学校 

学校閉庁日の実施 

小中学校全校 

特別支援学校 

学校閉庁日の実施 

小中学校全校 

特別支援学校 

学校閉庁日の実施 

小中学校全校 

特別支援学校 

※1  副校長校務支援員：区立学校の副校長の業務（職員の出退勤状況の確認や休暇・出張の処理等）の補助を行う会

計年度任用職員。なお、会計年度任用職員とは、地方公務員法の規定に基づき任用される非常勤職員のこと 

※2  スクール・サポート・スタッフ:区立学校の教員の事務負担を軽減するため、主に学習プリントや家庭への配布文書

等の印刷・配布準備等の事務作業等を行う会計年度任用職員（学校教育法施行規則における「教員業務支援員」

としての位置付け） 

※3  情報通信技術（ICT）支援員：区立学校の教員の ICT 活用能力を高め、充実した学習活動を支援するため、区が

委託した支援員が各学校を定期的に巡回し、ICT 機器の整備、ICT を活用した授業の補助等を行う 

※4  区費教員:区が独自に採用し、給与の負担をする教員（東京都内の公立学校に配置される教員は、東京都が採用

及び給与負担を行うことが原則） 

※5 エデュケーション・アシスタント：区立小学校での授業の質の向上、教員の負担軽減等を図るために第 1 学年から第

3 学年のいずれかの学年の学級担任を補佐し、副担任相当の業務を行う会計年度任用職員 

※6  校務支援システム：子どもたちの学籍・成績・保健管理、各種帳票の出力、校務管理及び校内や学校間でのグル

ープウェアとして利用している統合型システム 

※7  庶務事務システム：出退勤の記録や休暇・出張・超過勤務などの処理を電子的に行うもの 
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特別な支援を必要とする子どもに適した学びを支援するためには、就学前教育施設や学校にお

いて、一人ひとりの特性等に応じた組織的・継続的な支援体制の充実と、地域における支援体制の

構築が必要です。 

このため、就学前教育施設の保育者を対象とした教育支援相談の実施により、配慮を必要とする

幼児の学びや発達に係る支援の一層の充実を図ります。また、特別支援教育に係る校内体制の充

実については、令和 6（2024）年度までに小学校全校に導入した「個別の学び支援システム」の活

用により、個別指導計画※1 の内容を充実させ、多様な教育的ニーズに応じた指導・支援を行いま

す。併せて、校種間の切れ目のない支援を実現するため、中学校への導入を検討します。 

さらに、学校と地域の包括的な支援体制の構築については、学校運営協議会等と連携し、研修

等の機会を通じて特別支援教育に対する理解啓発を進めていきます。 

取組項目 5(2023)年度末 6(2024)年度 7(2025)年度 8(2026)年度 3 か年計 

就学前教育施設

を対象とする教

育支援相談の実

施【実】 

就学前教育施設 

を対象とする教育 

支援相談の実施 

就学前教育施設

を対象とする教育

支援相談の実施 

就学前教育施設

を対象とする教育

支援相談の実施 

就学前教育施設

を対象とする教育

支援相談の実施 

就学前教育施設

を対象とする教育

支援相談の実施 

特別支援教育に

係る校内体制の

充実 

個別の学び支援

システム  

6 拠点 24 校導入 

個別の学び支援

システム 

 

小学校全校導入 

 小学校活用推進 

個別の学び支援

システム 

  

 

小学校活用推進 

中学校導入検討 

個別の学び支援

システム 

 

 

小学校活用推進 

中学校導入検討 

個別の学び支援

システム 

 

小学校全校導入 

小学校活用推進 

中学校導入検討 

特別支援教育コ

ーディネーター※2

の専門性の向上  

実施 

特別支援教育コ

ーディネーターの

専門性の向上  

実施 

特別支援教育コ

ーディネーターの

専門性の向上  

実施 

特別支援教育コ

ーディネーターの

専門性の向上  

実施 

特別支援教育コ

ーディネーターの

専門性の向上  

実施 

学校と地域の包

括的な支援体制

の構築 

学校運営協議会

と大学等との提携 

検討 

学校運営協議会

と大学等との提携 

検討 

学校運営協議会

と大学等との提携 

検討 

学校運営協議会

と大学等との提携 

検討 

学校運営協議会

と大学等との提携 

検討 

※1 個別指導計画：一人ひとりの課題に合わせた指導内容を組み立てるために作成する計画 

※2 特別支援教育コーディネーター：学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学

校の窓口として、校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う教員 

 

 

 

  

 6 特別支援教育に係る学校等への支援体制の充実  （4－6） 

杉並区教育ビジョン 2022 推進計画（令和 7(2025)年 5 月一部修正）P.27 
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区民が、生涯にわたり自分らしく、豊かに生きるためには、多様な交流・体験・学習活動やコミュ

ニティ活動に触れる機会が大切です。そのために、身近な地域の公共財の一つである学校施設

を、児童・生徒だけでなく、多くの地域住民の活動の場として活用していく必要があります。 

このことから、学校施設の利用調整に公共施設予約システム「さざんかねっと」を導入し、学校を

地域スポーツや文化活動の振興等に資する施設として有効活用を進めます。 

また、全ての子どもにとって安全で安心して過ごせる多くの居場所が必要とされる中で、放課後

の学校は子どもの居場所の一つとして重要な役割を果たすと考えられます。多様な学びのニーズ

に応えられる機能を備えた学校施設が十分に活かされるよう、まずは放課後の子どもの居場所と

いう視点で、教育施設としての安全・安心を確保しながら施設の活用範囲を広げていきます。そう

した取組を多くの区民が気軽に学校施設を使える仕組みにつなげることで、生涯にわたり誰もが

学び合うことができる場（「学びのプラットフォーム」）としての諸室の活用についても検討していきま

す。 
取組項目 5(2023)年度末 6(2024)年度 7(2025)年度 8(2026)年度 3 か年計 

学校施設の有効

活用【実】 

学校施設の有効

活用 

モデル実施・ 

検証 

 

学校施設の有効

活用 

利用調整のシ 

ステム化 

実施 1 校 

学校施設の有効

活用 

利用調整のシ 

ステム化 

 

学校施設の有効

活用 

 利用調整のシ

ステム化 

 

学校施設の有効

活用 

 利用調整のシ

ステム化 

実施 1 校 

拡大に向けた 

検討 

 

拡大に向けた 

準備 

 

 

 

拡大・実施 

 

 

実施 

 拡大に向けた 

準備 

拡大・実施 

学校施設におけ

る子どもの居場

所づくり【実】 

 

学校施設におけ

る子どもの居場

所づくり 

検討 

 

学校施設におけ

る子どもの居場

所づくり 

検討 

 

 

学校施設におけ

る子どもの居場

所づくり 

 

「杉並区子どもの

居場所づくり基

本方針」に基づ

く、学校施設に

おける子どもの

居場所づくりの

推進 

日曜日・祝日

の校庭開放 

   実施 

学校施設におけ

る子どもの居場

所づくり 

 

「杉並区子どもの

居場所づくり基

本方針」に基づ

く、学校施設に

おける子どもの

居場所づくりの

推進 

日曜日・祝日

の校庭開放 

   実施 

学校施設におけ

る子どもの居場

所づくり 

検討 

「杉並区子どもの

居場所づくり基

本方針」に基づ

く、学校施設に

おける子どもの

居場所づくりの

推進 

日曜日・祝日

の校庭開放 

   実施 

学校施設の諸室

等の利用拡大

【実】 

諸室等の利用拡

大 

検討 

諸室等の利用拡

大 

検討 

諸室等の利用拡

大 

検討 

諸室等の利用拡

大 

検討 

諸室等の利用拡

大 

検討 
 

 

 

  

 7 学校施設の有効活用の推進 （4－7） 
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 保護者から徴収している学校徴収金について、保護者の利便性の向上や会計事務の透明性の

確保等を図る観点から、公会計化に向けた検討を行い、学校給食費は、令和 7（2025）年度から

公会計による運用を開始します。 

 

 

取組項目 5(2023)年度末 6(2024)年度 7(2025)年度 8(2026)年度 3 か年計 

学校徴収金の公

会計化【経】 

- 

学校徴収金の公

会計化 

検討 

 

学校徴収金の公

会計化 

 

学校給食費 

実施 

その他の学校

徴収金 

検討 

 

学校徴収金の公

会計化 

 

学校給食費 

実施 

その他の学校

徴収金 

検討 

 

学校徴収金の公

会計化 

  検討 

学校給食費 

実施 

その他の学校

徴収金 

検討 

 

 

 11 学校徴収金の公会計化 （4－11） 
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